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独立行政法人 教職員支援機構 第６期中期目標 

 

 

独立行政法人通則法（平成 11年法律第 103号）第 29条の規定に基づき、独立行政法

人教職員支援機構（以下「機構」という。）が達成すべき業務運営に関する目標（以下

「中期目標」という。）を定める。 

 

Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

機構は、平成 29年の教育公務員特例法等の改正により、「養成・採用・研修を通じた

体系的かつ総合的支援拠点」として、独立行政法人教員研修センターから名称変更・組

織改編を行い、機能強化を図った。 

 

〈法人の使命〉 

教職員に対する総合的支援を行う全国拠点として、教職員の資質向上に寄与すること

をミッション（独立行政法人教職員支援機構法第 3条）とし、国の教育政策上必要とす

る研修の効果的な実施、各地域での研修の企画・実施をリードする各種研修指導者の養

成、各都道府県教育委員会等が定める教員の指標に関する専門的助言、及び教員の資質

に関する調査研究等を通じて、国が進める「教師の養成・採用・研修の一体的改革」の

実現に寄与する。 

 業務の遂行に当たっては、次の３つの視点を重視して取り組むものとする。 

第一の視点は、教員の養成･採用･研修に携わる関係諸機関をつなぐネットワークの構

築である。機構・大学・教育委員会の協働による研修プログラムの開発・相互活用等を

通じて、ネットワーク構築の中核拠点となる。 

第二の視点は、教員の養成･採用･研修に係る諸制度の改善方策を検討する際に必要と

なるエビデンスの提供である。教員の資質向上に係る緊急度の高い課題を調査研究テー

マとし、機構の各種事業との有機的連携を図りつつ、研修の高度化と体系化の促進を図

る調査研究の中核拠点となる。 

第三の視点は、教員一人ひとりが、自在に研修できる環境を整備することである。特

に、校内におけるＯＪＴ 研修へのコンテンツの提供は、チーム学校の組織力を高める

上で重要な課題である。また、従来の集合・宿泊型の研修に加えて、ＩＣＴ機器を活用

したオンライン研修の拡充、両研修形態のベストミックスに向けた検討・実践を早急に

進め、教職員研修の将来像を提案・牽引する中核拠点となる。 

 

〈法人の現状と課題〉 

平成 29 年の機能強化により、従前の研修事業、研修関係指導助言援助事業の２機能

に加えて、指標策定者への助言事業、調査研究事業、教員免許更新講習等審査事業、教

員資格認定試験実施事業の４機能が付与された。以降、６事業全体の有機的連携を進め
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るための体制整備や、教職大学院等との連携・協働の取組を進めるとともに、専門的人

材の積極的登用を行い、研修及び調査研究機関としての専門性、人材面の「強み」が飛

躍的に向上した。また、研修動画（校内研修シリーズ）は、コロナ禍の中で全国の教育

現場で視聴され高い評価を得ている。 

一方、コロナ禍に対応する新たな研修フェーズの確立が求められており、施設面にお

いて、老朽化対策、研修のＩＣＴ化のための環境整備に課題がある。 

 

〈政策を取り巻く環境の変化〉 

社会が大きく変化する中、我が国が将来に向けて更に発展し、繁栄を維持していくた

めには、様々な分野で活躍できる質の高い人材育成が不可欠である。こうした人材育成

の中核を担うのが学校教育であり、中でも教育の直接の担い手である教師の資質能力を

向上させることが重要である。 

「Society5.0」と呼ばれる社会の到来を見据え、全ての子供たちの可能性を引き出す、

個別最適な学びと、協働的な学びの実現をめざし、「令和の日本型学校教育」の構築に

向けて、その教育を実践できる教師の養成・確保が急務となっている。 

令和２年度から本格実施された新しい学習指導要領の実施により、いわゆる「アク

ティブ・ラーニング」を中心に据えた教育への転換が始まったばかりであり、また、

「ＧＩＧＡスクール構想」の推進により、今後、学校教育のＩＣＴ環境の整備が進む

中で、教師のＩＣＴ活用指導力を育成する必要がある。 

また、学校における働き方改革が進められつつある中、各教育委員会が行う教職員

研修についても夏季休業期間中の研修の精選、教職員研修の効果的・効率的な実施、

ＩＣＴを活用したオンライン研修の実施等を通じての教員研修の質向上と教員負担軽

減の両立が喫緊の課題となっている。 

 更に、今般のコロナ禍の中で教職員研修の在り方そのものが問われており、教職員

研修のＩＣＴ活用や、オンライン研修の一層の充実を進めることを通じ、「集合・宿泊

型研修とオンライン研修とのベストミックス」に向けた検討・実践を早急に進める必

要がある。 

「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12月 24日閣議決定）をは

じめとする閣議決定等に示された政府方針、さらに、機構を取り巻く政策課題、社会情

勢等の環境変化を踏まえ、学校教育関係職員の資質向上を図るナショナルセンターとし

ての政策実施機能を的確に発揮しつつ、効果的かつ効率的な業務運営を図ることを基本

とする。 

（別添）政策体系図、使命等と目標との関係 

 

Ⅱ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和３年（2021年）４月１日から令和８年（2026年）３月 31日

までの５年間とする。 



 

 

3 

 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１．学校教育関係職員に対する研修（施策目標１－３ 魅力ある教育人材の養成・確保） 

（１）実施する研修の基本的な内容 

機構は、国として実施する責務を有する研修（以下のⅰ～ⅳ）を行うほか、機構が企

画する研修を関係機関との協働により実施する。機構は研修の実施について中期計画で

定める。 

ⅰ 各地域で学校教育において中心的な役割を担う校長、副校長・教頭、中堅教員、次

世代リーダー教員、４～８年経験教員及び事務職員等に対する学校経営力の育成を目

的とする研修 

ⅱ 学校経営の観点から教職員の意識・意欲を高め学校の組織基盤の強化を目的とする 

研修 

ⅲ 各学校や地域における現代的な教育課題に関する研修のマネジメントを推進する指

導者の養成等を目的とする研修 

ⅳ 国の教育政策上、緊急に実施する必要性が生じた学校教育関係職員の研修について

は、関係行政機関からの要請又は委託等により実施する。 

 

中期計画の策定に当たっては、「Society5.0」と呼ばれる社会への対応、アクティブ・

ラーニングの推進、「ＧＩＧＡスクール構想」の下での教育のＩＣＴ活用と環境整備、

「学校における働き方改革」の推進、今般のコロナ禍の中での新しい教職員研修スタイ

ルの構築などの現下の政策課題及びスケジュールを踏まえ、研修事業の再構築を図るも

のとする。 

上記ⅰの研修で扱うテーマをマネジメント系の内容に重点化し、教職員の職階・年

齢別にシームレスに提供するものに再編する。研修のＩＣＴ活用を推進し、教職員の

ＩＣＴ活用能力の向上を図るとともに、適切な知識・技術の伝達を中心とする座学的

研修はオンライン研修への移行を進める一方、集合・宿泊型研修は教師自身が自ら課

題を見つけ解決方法を考える内容を中心に据えて実施するものとする。 

また、集合・宿泊型研修とオンライン研修の両研修形態のベストミックスを指向す

るハイブリッド型研修の在り方を検討し、確立する。 

毎事業年度において実施する研修の内容、受講対象、日数、標準定員等は、国の教育

政策の方向性や事後評価等を踏まえ、不断の見直しを行うこととし、より効果的・効率

的なものとなるよう年度計画において明確に定める。 

なお、「第５次男女共同参画基本計画」（令和 2年 12月 25日閣議決定）を踏まえ、女

性教員の研修参加促進を進めることにより、女性管理職の育成に寄与する。 

 

（２）研修の目標とする成果の指標 

研修全般の目標とする成果の指標については、以下の①、②のとおり、研修機能の強
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化を図ることを最重要指標とする。 

① 調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、教職員研修の高度化及び体系化を

図る。 

② ＩＣＴ活用やオンライン研修の一層の充実を進めるとともに、集合・宿泊型研修

とオンライン研修を最適に組み合わせることで研修効果の最大化を目指すハイブ

リッド型研修を確立する。 

各研修の目標とする成果指標については、以下に掲げるような方法を基本として研修

ごとに定め、達成状況を把握するとともに、その達成を図る。 

上記（１）ⅰの研修の成果指標は、以下の①～③とする。 

 

① 研修は、集合・宿泊型研修とオンライン研修とのベストミックスを基本に標準定員

を設定して実施するほか、標準定員に対する参加率が、90％以上となるようにする（前

中期目標期間の参加率実績（平均値）：109.8％）。 

② 受講者に対して、研修終了後に研修内容・方法、研修環境等についてのアンケート

調査等を実施し、95％以上から「有意義であった」などのプラスの評価を得るほか、

80％以上から「大変有意義であった」の最高評価を得る（前中期目標期間の有意義率

（大変有意義率）実績（平均値）：99.5％（88.9％））。 

③ 学校及び教育委員会等から参加する受講者に対して、研修終了後、１年程度の期間

内に研修成果の活用状況（研修企画、研修講師、他校訪問等）についてのアンケート

調査等を実施し、85％以上から「機構での研修成果を効果的に活用できている」など

のプラスの評価を得る（前中期目標期間の成果活用率実績（平均値）：98.9％）。 

また、学校から参加する受講者に対しては、校内研修等（勤務校において開催する

研修会、随時行われる勉強会及び教職員会議等の定例会議等における発表等）への活

用状況について、85％以上から「機構での研修成果を校内研修等に効果的に活用でき

ている」などのプラスの評価を得る。（前中期目標期間の校内研修活用率実績（平均

値）：91.9％）。 

 

上記（１）ⅱ、ⅲの研修は原則オンライン研修で実施することとし、研修効果の最大

化を図る観点から研修と調査研究を連携・往還させながら、集合・宿泊型研修の要素を

組み込んだ最適な組合せを３年間（令和５年度まで）で検討し、確立する。そのため、

上記（１）ⅱ、ⅲの研修の定量的な成果指標については中期計画において定める。 

 

（３）研修の効果的・効率的な実施のための方法の導入 

研修の実施に当たっては、個々の研修内容等について、国の教育政策の方向性や地方

自治体等の研修ニーズ等を適切に把握し、効果的・効率的な研修の実施が可能となるよ

う、研修内容・方法等の見直しを行うほか、オンライン研修の活用や関係機関及び大学

等との連携及び教員研修に関する調査研究等を行い、より一層の研修内容の高度化を図
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るとともに、課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な演習や協議をより多く取り入

れ、研修効果を高めるため、最適な人数による班構成（ユニット）を基本に研修を行う。 

また、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、国立女性教育会館及

び機構の４法人は、研修のより効率的・効果的な実施に資するため、その連携について

検討する。 

 

（４）研修の内容・方法の見直し 

研修について、独立行政法人として実施する必要性、研修の効果、都道府県ごとの受

講者数、毎事業年度の評価結果等について不断に検証し、必要な場合には、内容・方法

の見直し等、所要の措置を講じる。 

なお、研修の見直しの必要性を判定するための基準等については中期計画において定

める。 

 

【重要度：高】 

新たな課題に対応した教育が学校現場で効果的に実践されるよう、研修事業の再構築

を図るとともに、校内研修等の活性化を促進していくことは、教員の資質向上を図る上

で極めて重要であるため。 

 

【困難度：高】 

調査研究の成果や関係機関との連携を通じて、教職員研修の高度化及び体系化を図る

こと並びにＩＣＴ活用やオンライン研修の一層の充実を進めるとともに、集合・宿泊型

研修とオンライン研修を最適に組み合わせることで研修効果の最大化を目指すハイブ

リッド型研修を確立することは、新たな研修の仕組みを構築する取組であるため。 

 

２．公立学校の校長及び教員の資質の向上に関する指標を策定する任命権者に対する専

門的な助言（施策目標１－３ 魅力ある教育人材の養成・確保） 

本事業は、平成 29 年４月の機能強化以降、本法人が有する知見や全国的なネットワ

ーク等を活用した専門的な助言や好事例の収集、指標データベースの作成等により、各

任命権者が抱える指標と研修に関する課題の解決をリードする拠点としての役割を果

たしている。 

各任命権者による指標及び研修計画の改善等に対して、引き続き必要な専門的助言を

行い、積極的に支援していくものとする。 

特に、「ＧＩＧＡスクール構想」の推進により、学校教育におけるＩＣＴ環境の整備

が進められる中で、教員に必要となる資質能力としてＩＣＴ活用能力や情報セキュリテ

ィ能力の一層の向上が求められていること等に留意する。 

 

【重要度：高】 
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指標は、教員がキャリアステージに応じて身に付けるべき資質能力を明示化するもの

であり、教員の研修計画の改善充実を図る上で重要であることから、機構が有する知見

やネットワーク等を活用した専門的な助言等を行うことは、教員の資質向上を図る上で

極めて重要であるため。 

 

３．学校教育関係職員を対象とした研修に関する指導、助言及び援助（施策目標１－３ 

魅力ある教育人材の養成・確保） 

機構が有する関係機関間ネットワークのハブ機能、研修実施機能、調査研究機能の有

機的連携を図り、情報発信を強化するとともに、学校教育関係職員の研修の充実に係る

指導、助言及び援助を行う。 

（１）都道府県教育委員会等への指導、助言及び援助 

都道府県教育委員会等において、より充実した学校教育関係職員に対する研修が実施

できるよう、以下の指導、助言及び援助を行う。 

① 教員等への指導、助言 

オンライン講座の一層の充実、情報交換機会の提供を行うほか、教員の資質向

上に関する情報発信を行う。 

また、学校現場における優れた実践事例の表彰を行い、その取組を普及し、教職

の魅力を発信する。 

② 教育委員会等への指導、助言及び援助 

・教職員研修の将来像の提案 

機構が実施する研修の高度化・体系化を一層推進するとともに、集合・宿泊

型研修とオンライン研修とのベストミックスに向けた検討・実践を早急に進

め、教職員研修の将来像を提案・牽引していく。 

・教育委員会等の研修への指導、助言及び援助 

教育委員会等の研修企画・立案担当者を対象とする会議を開催する。 

    また、地方公共団体単独での実施が困難な研修等については、地方公共団体か

らの要請を受けて援助を行う。 

 

（２）教職大学院等との連携 

教職大学院等の大学等とのネットワークを構築し、機構の全国的な教員研修・支援の

ハブ機能の整備・充実を図る。また、教職大学院等の大学等の院生や教員の研究・交流

等を支援するため、以下の取組を行う。 

①  教職大学院との連携協定 

  教職大学院等の大学との連携協定の締結を進め、関係機関間のネットワークのハ 

ブ機能の強化を図る。 

②  教職大学院の教員等に対する支援 

教職大学院等の大学との連携を推進するため、「独立行政法人改革等に関する基
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本的な方針」（平成 25年 12月 24日閣議決定）を踏まえ、教職大学院の教職員の研

究・交流支援のための場を提供する。 

③  教職大学院の院生等に対する支援 

教職大学院の院生等に対する支援のため、機構が行う研修を受講する機会を提供

する。また、教職を志す学生等に対し、学びの機会を提供する。 

④ 海外の大学等に対する支援 

国際連携ネットワークの構築に取り組み、国際貢献を図りつつ、相互に学び合う

機会を創出する。 

 

【重要度：高】 

機構が教員の養成・採用・研修を通じた体系的かつ総合的支援拠点としての使命を果

たす上で、機構が有する関係機関間ネットワークのハブ機能、研修実施機能、調査研究

機能の有機的連携を図り、学校教育関係職員の研修の充実に関する指導、助言及び援助

を行うことは、極めて重要な取組であるため。 

 

【困難度：高】 

機構が実施する研修の高度化・体系化を一層推進するとともに、集合・宿泊型研修と

オンライン研修とのベストミックスに向けた検討・実践を早急に進め、教職員研修の将

来像を提案・牽引することは、都道府県教育委員会等における将来の教職員研修の在り

方を方向付ける取組であるため。 

 

４．学校教育関係職員が職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果

の普及（施策目標１－３ 魅力ある教育人材の養成・確保） 

 

教職員に対する総合的支援を行う全国拠点として、養成・採用・研修の改革に資する

専門的・実践的な調査研究を計画的に行うこととし、集合型研修とオンライン研修のベ

ストミックスに関する調査研究を含め、中期目標期間中に 5件程度実施する。 

教員の資質向上に係る緊急度の高い課題を調査研究テーマとし、機構の研修事業をは

じめとした各種の事業との有機的連携を強化するものとする。 

特に、養成・採用・研修の一体的改革、研修の高度化・体系化、教職への優秀な人材

の確保など、教員政策に寄与するものとする。 

 調査研究の成果については、機構の研修事業をはじめとした各種の事業に適切に還元

させるとともに、文部科学省等と連携しながら調査研究の成果の普及を図るものとす

る。 

 

【重要度：高】 

養成・採用・研修の一体的な改革を進めていく上で、教職員の資質向上に関する様々
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なエビデンスを獲得・蓄積し、機構が実施する各種事業の企画･立案への反映や教育委

員会等に調査研究の成果を普及していくことは、教職員の資質向上、教職への優秀な人

材の確保を図る上で極めて重要であるため。 

 

５．免許状更新講習及び免許法認定講習等の認定に関する事務（施策目標１－３ 魅力

ある教育人材の養成・確保） 

 教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に基づく免許状更新講習及び免許法認定

講習等の認定について、免許状更新講習規則（平成 20年文部科学省令第 10号）及び教

育職員免許法施行規則（昭和 29年文部省令第 26号）を踏まえ、文部科学省と緊密な連

携を図り、本講習の認定に関する事務を確実に遅滞なく実施する。 

 

６.教員資格認定試験の実施に関する事務（施策目標１－３ 魅力ある教育人材の養成・

確保） 

教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）に基づく教員資格認定試験の実施につい

て、教員資格認定試験規程（昭和 48年文部省令第 17号）を踏まえ、文部科学省と緊密

な連携を図り、秘密保持に十分留意した上で、本試験の問題作成を行うとともに、試験

実施に関する事務を確実に行う。 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

（１）経費等の縮減・効率化 

機構の業務運営に際しては、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25

年 12月 24日閣議決定）等を踏まえ、業務の見直し、調達等の合理化を進め、中期目標

期間中、毎事業年度において、一般管理費については対前年度比１％以上、業務経費に

ついても対前年度比１％以上の効率化を図る。 

なお、一般管理費については、経費削減の余地がないか自己評価を厳格に行った上で、

適切な見直しを行い、経費の削減の一層の推進を図る。 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成

27年 5月 25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施する。 

 

（２）間接業務等の共同実施 

同閣議決定を踏まえ、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教育振興機構、国立

女性教育会館及び機構の４法人は、効果的・効率的な業務運営のために間接業務等を共

同で実施し、その取組を一層推進する。 

 

（３）予算執行及び業務運営の効率化 

契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成

27年 5月 25日総務大臣決定）に基づく取組を着実に実施する。 
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また、研修のＩＣＴ化のための環境整備を進めるとともに、内部業務の電子化を進め

る。 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

（１）自己収入の確保 

国が実施する責務を有する研修等の実施という性格に十分留意しつつ、受益者負担の

適正化を図るとともに、施設の有効利用促進等により自己収入の確保を図る。 

また、自己収入の取扱いにおいては、定期的に各施設の料金を検証するとともに、毎

事業年度に計画的な収支計画を作成し、当該収支計画による運営を行う。 

 

（２）固定経費の節減 

管理業務の効率化を図るとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定経費

の節減を図る。 

 

（３）財務内容等の透明性の確保 

 機構の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報の公表の充実等を図

る。 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

１．中長期的視点に立った施設・設備等の整備管理の実施 

（１）施設・設備については、老朽化対策及び研修のＩＣＴ化のための環境整備等、中

長期的視点に立った計画的な整備を推進する。 

（２）従来の集合・宿泊型の研修に加えて、ＩＣＴ機器を活用したオンライン研修の拡

充、両研修形態のベストミックスを指向するハイブリッド型研修にふさわしい、ま

た、感染防止・衛生管理を含め受講者が安全かつ安心して研修に取り組める環境を

実現する施設・設備等の整備を積極的に進める。 

（３）機構の保有する研修施設について、貸出対象の拡充を行い、施設の有効利用促進

に取り組む。また、研修事業の在り方を検討し、その確立を図った上で、教職員の

受講環境の整備の観点から、他法人や関係機関等の施設を利用して研修を実施する

可能性も視野に入れつつ、不断の見直しを行う。 

（４）各施設（研修・宿泊・運動）の稼働率等の成果指標については、研修効果の最大

化を図る観点から集合・宿泊型研修とオンライン研修の最適な組合せを３年間（令

和５年度まで）で検討し確立することとしていることを踏まえ、中期計画において

定める。 

 

２．人事に関する計画 

機構に求められる社会的使命を全うし、教員の養成・採用・研修を通じた体系的かつ
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総合的支援拠点としての業務を実施するため、組織体制を整備するとともに、その活性

化を図ることが重要であることから、デジタル技術を利活用できる人材など、多様な専

門的人材を確保・育成するため、関係機関・団体との人材交流を視野に入れた人材確保・

育成方針を策定し、その取組を進める。 

 また、役職員の報酬・給与・退職手当については、「独立行政法人改革等に関する基

本的な方針」（平成 25年 12月 24日閣議決定）を踏まえ、国家公務員の給与を参酌し、

その適正化を図るとともに、給与水準を公表する。 

 

３．内部統制の充実・強化 

理事長のリーダーシップの下、機構の業務及びそのマネジメントに関する内部統制・

ガバナンスの充実・強化を図るため、その体制の整備・運用を推進していくとともに、

不断の見直しを行う。さらに、内部統制の仕組みが確実に機能を発揮した上で、組織及

び業務の運営がなされるよう、機構のミッションや理事長の理念を組織内の各層に浸透

させるとともに、役職員のモチベーション・使命感を向上させる取り組みを行う。 

また、内部統制が有効に機能しているかどうかについて、監事監査及び内部監査等に

より検証するとともに、その結果を業務の改善に反映させる。 

 

４．業務の電子化の推進及び情報セキュリティの確保 

機構全体で、ＩＣＴ環境の整備に努め、機構が主催する研修の充実、受講者の利便性

の向上を図るとともに、内部業務の電子化を進める。また、サイバーセキュリティ基本

法（平成 26年法律第 104号）に基づき策定された「政府機関等の情報セキュリティ対

策のための統一基準群」（平成 28年 8月 31日サイバーセキュリティ戦略本部決定。平

成 30年 7月 25日改定）に従って、引き続き、情報セキュリティ対策を推進する。さら

に、外部機関が実施する監査の結果等を踏まえ、リスクを評価し、サイバー攻撃等への

対応の強化など必要となる情報セキュリティ対策を講じる。 

以上 



（独）教職員支援機構に係る政策体系図
―教職員に対する総合的支援を行う全国拠点―
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独立行政法人教職員支援機構の使命等と目標との関係

学校教育関係職員に対する養成・採用・研修を通じた体系的かつ総合的支援を行う全国拠点として、教職員の資質向上に
寄与。（独立行政法人教職員支援機構法第３条）

（使命）

（環境変化）（現状・課題）

○ 「Society5.0」社会を見据え、全ての子供たちの可能性

を引出す個別最適な学びと協働的な学びの実現が急務。

○ＧＩＧＡスクール構想により、学校教育のＩＣＴ環境の整
備が進む中で、教師のＩＣＴ活用指導力の育成が必要。

○学校の働き方改革の中、研修のＩＣＴ活用、ｵﾝﾗｲﾝ研修
による研修の質向上と教員負担軽減の両立が課題。

○コロナ禍の中で教職員研修の在り方が問われており、
「集合型とオンライン型のベストミックス」の検討が必要。

◆強み

・教職大学院等との連携・協働、専門的人材の登用により、研
修機関としての専門性、人材面の「強み」が飛躍的に向上。
・研修動画（校内研修シリーズ）は、コロナ禍の中で全国の学
校で視聴され高い評価。

◆弱み・課題
・施設・設備面において、老朽化対策、研修のＩＣＴ化のための
環境整備に課題。

○「集合型研修とオンライン研修とのベストミックス」に向けた検討・実践を早急に進め、教職員研修の将来像を提案・牽引。

○調査研究の成果が教職員の養成・採用・研修の一体的改革、教職への優秀な人材の確保にも資するよう努力。

○施設・設備について、老朽化対策及び研修のＩＣＴ化のための環境整備等、中長期的視点に立って計画的に整備。

（中期目標）

（別添）
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